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（１）障害者基本法（抄）（平成 23 年 8 月 5 日公布・施行） 

 

 

（２）障害者の権利に関する条約（抄）（平成 24 年 1 月 20 日批准承認） 

 

 

（３）特別支援教育の推進について（通知）（平成 19 年 4 月 1 日） 

 

 

 

 

以下は、参考にしてほしいサイトです。 

 

（４）発達障害を含む障害のある幼児児童生徒に対する教育支援体制整備ガイドライン 

～発達障害等の可能性の段階から、教育的ニーズに気付き支えつなぐために～ 

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/1383809.htm 

 

 

（５）性同一性障害や性的指向・性自認に係る、児童生徒に対するきめ細かな対応等の

実施について 

http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/28/04/__icsFiles/afieldfile/ 

2016/04/01/1369211_01.pdf 

 

 

  （６）学校における外国人児童生徒等に対する教育支援の充実方策について（通知）    

http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/28/06/__icsFiles/afieldfile/2

016/06/28/1373387_01.pdf 

 

 

   



障害者基本法（抄）障害者基本法（抄）障害者基本法（抄）障害者基本法（抄）（平成（平成（平成（平成 23232323 年年年年 8888 月月月月 5555 日公布・施行）日公布・施行）日公布・施行）日公布・施行）    

    

    

    

    

    

    

第一章第一章第一章第一章    総則総則総則総則    

（地域社会における共生等）（地域社会における共生等）（地域社会における共生等）（地域社会における共生等）    

第三条 第一条に規定する社会の実現は、全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本      

的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障さ

れる権利を有することを前提としつつ、次に掲げる事項を旨として図られなければならな

い。 

一 全て障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動

に参加する機会が確保されること。 

二 全て障害者は、可能な限り、どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、

地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと。 

三 全て障害者は、可能な限り、言語（手話を含む。）その他の意思疎通のための手段につ

いての選択の機会が確保されるとともに、情報の取得又は利用のための手段についての選

択の機会の拡大が図られること。 

（差別の禁止）（差別の禁止）（差別の禁止）（差別の禁止）    

第四条 何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵 

 害する行為をしてはならない。 

2 社会的障壁の除去は、それを必要としている障害者が現に存し、かつ、その実施に伴う

負担が過重でないときは、それを怠ることによって前項の規定に違反することとならない

よう、その実施について必要かつ合理的な配慮がされなければならない。 

3 国は、第一項の規定に違反する行為の防止に関する啓発及び知識の普及を図るため、当

該行為の防止を図るために必要となる情報の収集、整理及び提供を行うものとする。 

（国際的協調）（国際的協調）（国際的協調）（国際的協調）    

第五条 第一条に規定する社会の実現は、そのための施策が国際社会における取組と密接な 

 関係を有していることに鑑み、国際的協調の下に図られなければならない。 
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（国及び地方公共団体の責務）（国及び地方公共団体の責務）（国及び地方公共団体の責務）（国及び地方公共団体の責務）    

第六条 国及び地方公共団体は、第一条に規定する社会の実現を図るため、前三条に定める 

 基本原則（以下「基本原則」という。）にのっとり、障害者の自立及び社会参加の支援等 

 のための施策を総合的かつ計画的に実施する責務を有する。 

（国民の理解）（国民の理解）（国民の理解）（国民の理解）    

第七条 国及び地方公共団体は、基本原則に関する国民の理解を深めるよう必要な施策を講 

 じなければならない。 

（国民の責務）（国民の責務）（国民の責務）（国民の責務）    

第八条 国民は、基本原則にのっとり、第一条に規定する社会の実現に寄与するよう努めな 

 ければならない。 

（施策の基本方針）（施策の基本方針）（施策の基本方針）（施策の基本方針）    

第十条 障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策は、障害者の性別、年齢、障害の 

 状態及び生活の実態に応じて、かつ、有機的連携の下に総合的に、策定され、及び実施さ 

 れなければならない。 

2 国及び地方公共団体は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を講ずるに当

たっては、障害者その他の関係者の意見を聴き、その意見を尊重するよう努めなければな

らない。 

第二章第二章第二章第二章    障害者の自立及び社会参加の支援等のための基本的施策障害者の自立及び社会参加の支援等のための基本的施策障害者の自立及び社会参加の支援等のための基本的施策障害者の自立及び社会参加の支援等のための基本的施策    

（教育）（教育）（教育）（教育）    

第十六条 国及び地方公共団体は、障害者が、その年齢及び能力に応じ、かつ、その特性を 

 踏まえた十分な教育が受けられるようにするため、可能な限り障害者である児童及び生徒 

 が障害者でない児童及び生徒と共に教育を受けられるよう配慮しつつ、教育の内容及び方 

 法の改善及び充実を図る等必要な施策を講じなければならない。 

2 国及び地方公共団体は、前項の目的を達成するため、障害者である児童及び生徒並びに

その保護者に対し十分な情報の提供を行うとともに、可能な限りその意向を尊重しなけれ

ばならない。 

3 国及び地方公共団体は、障害者である児童及び生徒と障害者でない児童及び生徒との交

流及び共同学習を積極的に進めることによって、その相互理解を促進しなければならない。 

4 国及び地方公共団体は、障害者の教育に関し、調査及び研究並びに人材の確保及び資質

の向上、適切な教材等の提供、学校施設の整備その他の環境の整備を促進しなければなら

ない。    



障害者の権利に関する条約（抄）障害者の権利に関する条約（抄）障害者の権利に関する条約（抄）障害者の権利に関する条約（抄）（平成（平成（平成（平成 24242424 年年年年 1111 月月月月 20202020 日批准日批准日批准日批准承認承認承認承認））））    

  

 

 

第一条第一条第一条第一条    目的目的目的目的    

  この条約は、すべての障害者によるあらゆる人権及び基本的自由の完全かつ平等な享有 

 を促進し、保護し、及び確保すること並びに障害者の固有の尊厳の尊重を促進することを 

 目的とする。 

  障害者には、長期的な身体的、精神的、知的又は感覚的な障害を有する者であって、様々 

 な障壁との相互作用により他の者と平等に社会に完全かつ効果的に参加することを妨げ 

 られることのあるものを含む。 

  

第二条第二条第二条第二条    定義定義定義定義    

  この条約の適用上、「意思疎通」とは、言語、文字表記、点字、触覚を使った意思疎通、 

 拡大文字、利用可能なマルチメディア並びに筆記、聴覚、平易な言葉及び朗読者による意 

 思疎通の形態、手段及び様式並びに補助的及び代替的な意思疎通の形態、手段及び様式（利 

 用可能な情報通信技術を含む。）をいう。 

  「言語」とは、音声言語及び手話その他の形態の非音声言語をいう。 

  「障害を理由とする差別」とは、障害を理由とするあらゆる区別、排除又は制限であっ 

 て、政治的、経済的、社会的、文化的、市民的その他のあらゆる分野において、他の者と 

 平等にすべての人権及び基本的自由を認識し、享有し、又は行使することを害し、又は妨 

 げる目的又は効果を有するものをいう。障害を理由とする差別には、あらゆる形態の差別 

 （合理的配慮の否定を含む。）を含む。 

  「合理的配慮」とは、障害者が他の者と平等にすべての人権及び基本的自由を享有し、 

 又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合に 

 おいて必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないものをい 

 う。「ユニバーサルデザイン」とは、調整又は特別な設計を必要とすることなく、最大限 

 可能な範囲ですべての人が使用することのできる製品、環境、計画及びサービスの設計を 

 いう。ユニバーサルデザインは、特定の障害者の集団のための支援装置が必要な場合には、 

 これを排除するものではない。 

    

第三条第三条第三条第三条    一般原則一般原則一般原則一般原則    

  この条約の原則は、次のとおりとする。 

（a） 固有の尊厳、個人の自律（自ら選択する自由を含む。）及び個人の自立を尊重

すること。 
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（b） 差別されないこと。 

（c） 社会に完全かつ効果的に参加し、及び社会に受け入れられること。 

（d） 人間の多様性及び人間性の一部として、障害者の差異を尊重し、及び障害者を

受け入れること。 

（e） 機会の均等 

（f） 施設及びサービスの利用を可能にすること。 

（g） 男女の平等 

（h） 障害のある児童の発達しつつある能力を尊重し、及び障害のある児童がその同

一性を保持する権利を尊重すること。 

第四条第四条第四条第四条    一般的義務一般的義務一般的義務一般的義務    

1 締約国は、障害を理由とするいかなる差別もなしに、すべての障害者のあらゆる人権 

 及び基本的自由を完全に実現することを確保し、及び促進することを約束する。このた 

 め、締約国は、次のことを約束する。 

（a） この条約において認められる権利の実現のため、すべての適当な立法措置、行

政措置その他の措置をとること。 

（b） 障害者に対する差別となる既存の法律、規則、慣習及び慣行を修正し、又は廃

止するためのすべての適当な措置（立法を含む。）をとること。 

（c） すべての政策及び計画において障害者の人権の保護及び促進を考慮に入れるこ

と。 

（d） この条約と両立しないいかなる行為又は慣行も差し控え、かつ、公の当局及び

機関がこの条約に従って行動することを確保すること。 

（e） 個人、団体又は民間企業による障害を理由とする差別を撤廃するためのすべて

の適当な措置をとること。 

（f） 障害者による利用可能性及び使用を促進し、並びに基準及び指針の整備に当た

りユニバーサルデザインを促進するため、第二条に定めるすべての人が使用す

ることのできる製品、サービス、設備及び施設であって、障害者に特有のニー

ズを満たすために可能な限り最低限の調整及び最小限の費用を要するものにつ

いての研究及び開発を約束し、又は促進すること。 

（g） 障害者に適した新たな技術（情報通信技術、移動補助具、装置及び支援技術を

含む。）であって、妥当な費用であることを優先させたものについての研究及

び開発を約束し、又は促進し、並びにその新たな技術の利用可能性及び使用を

促進すること。 

（h） 移動補助具、装置及び支援技術（新たな技術を含む。）並びに他の形態の援助、

支援サービス及び施設に関する情報であって、障害者にとって利用可能なもの

を提供すること。 

（i） この条約において認められる権利によって保障される支援及びサービスをより

良く提供するため、障害者と共に行動する専門家及び職員に対する研修を促進

すること。 

2 締約国は、経済的、社会的及び文化的権利に関しては、これらの権利の完全な実現を 

漸進的に達成するため、自国における利用可能な手段を最大限に用いることにより、ま 



た、必要な場合には国際協力の枠内で、措置をとることを約束する。ただし、この条約 

に定める義務であって、国際法に従って直ちに適用可能なものに影響を及ぼすものでは 

ない。 

3 締約国は、この条約を実施するための法令及び政策の作成及び実施に当たり、並びに 

その他の障害者に関する問題についての意思決定過程において、障害者（障害のある児 

童を含む。）を代表する団体を通じ、障害者と緊密に協議し、及び障害者を積極的に関 

与させる。 

4 この条約のいかなる規定も、締約国の法律又は締約国について効力を有する国際法に 

含まれる規定であって障害者の権利の実現に一層貢献するものに影響を及ぼすもので 

はない。この条約のいずれかの締約国において法律、条約、規則又は慣習によって認め 

られ、又は存する人権及び基本的自由については、この条約がそれらの権利若しくは自 

由を認めていないこと又はその認める範囲がより狭いことを理由として、それらの権利 

及び自由を制限し、又は侵してはならない。 

5 この条約は、いかなる制限又は例外もなしに、連邦国家のすべての地域について適用 

する。 

  

第五条第五条第五条第五条    平等及び差別されないこと平等及び差別されないこと平等及び差別されないこと平等及び差別されないこと    

1 締約国は、すべての者が、法律の前に又は法律に基づいて平等であり、並びにいかな 

 る差別もなしに法律による平等の保護及び利益を受ける権利を有することを認める。 

2 締約国は、障害を理由とするあらゆる差別を禁止するものとし、いかなる理由による 

差別に対しても平等のかつ効果的な法的保護を障害者に保障する。 

3 締約国は、平等を促進し、及び差別を撤廃することを目的として、合理的配慮が提供 

されることを確保するためのすべての適当な措置をとる。 

4 障害者の事実上の平等を促進し、又は達成するために必要な特別の措置は、この条約 

に規定する差別と解してはならない。 

  

第七条第七条第七条第七条    障害のある児童障害のある児童障害のある児童障害のある児童    

1 締約国は、障害のある児童が他の児童と平等にすべての人権及び基本的自由を完全に 

  



享有することを確保するためのすべての必要な措置をとる。 

2 障害のある児童に関するすべての措置をとるに当たっては、児童の最善の利益が主と 

して考慮されるものとする。 

3 締約国は、障害のある児童が、自己に影響を及ぼすすべての事項について自由に自己 

の意見を表明する権利並びにこの権利を実現するための障害及び年齢に適した支援を 

提供される権利を有することを確保する。この場合において、障害のある児童の意見は、  

他の児童と平等に、その児童の年齢及び成熟度に従って相応に考慮されるものとする。 

  

第八条第八条第八条第八条    意識の向上意識の向上意識の向上意識の向上    

1 締約国は、次のことのための即時の、効果的なかつ適当な措置をとることを約束する。 

（a） 障害者に関する社会全体（家族を含む。）の意識を向上させ、並びに障害者の

権利及び尊厳に対する尊重を育成すること。 

（b） あらゆる活動分野における障害者に関する定型化された観念、偏見及び有害な

慣行（性及び年齢を理由とするものを含む。）と戦うこと。 

（c） 障害者の能力及び貢献に関する意識を向上させること。 

2 このため、1 の措置には、次のことを含む。 

（a） 次のことのための効果的な公衆の意識の啓発活動を開始し、及び維持すること。 

 （i） 障害者の権利に対する理解を育てること。 

 （ii） 障害者に対する肯定的認識及び一層の社会の啓発を促進すること。 

 （iii） 障害者の技術、価値及び能力並びに職場及び労働市場に対する障害者の

貢献についての認識を促進すること。 

（b） 教育制度のすべての段階（幼年期からのすべての児童に対する教育制度を含

む。）において、障害者の権利を尊重する態度を育成すること。 

（c） すべてのメディア機関が、この条約の目的に適合するように障害者を描写する

よう奨励すること。 

（d） 障害者及びその権利に関する啓発のための研修計画を促進すること。 

第九条第九条第九条第九条    施設及びサービスの利用可能性施設及びサービスの利用可能性施設及びサービスの利用可能性施設及びサービスの利用可能性    

1 締約国は、障害者が自立して生活し、及び生活のあらゆる側面に完全に参加すること 

 を可能にすることを目的として、障害者が、他の者と平等に、都市及び農村の双方にお 

 いて、自然環境、輸送機関、情報通信（情報通信技術及び情報通信システムを含む。） 

 並びに公衆に開放され、又は提供される他の施設及びサービスを利用することができる 

 ことを確保するための適当な措置をとる。この措置は、施設及びサービスの利用可能性 

 における障害及び障壁を特定し、及び撤廃することを含むものとし、特に次の事項につ 

 いて適用する。 



（a） 建物、道路、輸送機関その他の屋内及び屋外の施設（学校、住居、医療施設及

び職場を含む。） 

（b） 情報、通信その他のサービス（電子サービス及び緊急事態に係るサービスを含

む。） 

2 締約国は、また、次のことのための適当な措置をとる。 

（a） 公衆に開放され、又は提供される施設及びサービスの利用可能性に関する最低

基準及び指針の実施を発展させ、公表し、及び監視すること。 

（b） 公衆に開放され、又は提供される施設及びサービスを提供する民間の団体が、

障害者にとっての施設及びサービスの利用可能性のあらゆる側面を考慮するこ

とを確保すること。 

（c） 障害者が直面している施設及びサービスの利用可能性に係る問題についての研

修を関係者に提供すること。 

（d） 公衆に開放された建物その他の施設において、点字の標識及び読みやすく、か

つ、理解しやすい形式の標識を提供すること。 

（e） 公衆に開放された建物その他の施設の利用可能性を容易にするための生活支援

及び仲介する者（案内者、朗読者及び専門の手話通訳を含む。）を提供するこ

と。 

（f） 障害者による情報の利用を確保するため、障害者に対する他の適当な形態の援

助及び支援を促進すること。 

（g） 障害者による新たな情報通信技術及び情報通信システム（インターネットを含

む。）の利用を促進すること。 

（h） 情報通信技術及び情報通信システムを最小限の費用で利用可能とするため、早

い段階で、利用可能な情報通信技術及び情報通信システムの設計、開発、生産

及び分配を促進すること。 

第二十四条第二十四条第二十四条第二十四条    教育教育教育教育    

1 締約国は、教育についての障害者の権利を認める。締約国は、この権利を差別なしに、 

 かつ、機会の均等を基礎として実現するため、次のことを目的とするあらゆる段階にお 

 ける障害者を包容する教育制度及び生涯学習を確保する。 

（a） 人間の潜在能力並びに尊厳及び自己の価値についての意識を十分に発達させ、

並びに人権、基本的自由及び人間の多様性の尊重を強化すること。 

（b） 障害者が、その人格、才能及び創造力並びに精神的及び身体的な能力をその可

能な最大限度まで発達させること。 

（c） 障害者が自由な社会に効果的に参加することを可能とすること。 

2 締約国は、1 の権利の実現に当たり、次のことを確保する。 

（a） 障害者が障害を理由として教育制度一般から排除されないこと及び障害のある

児童が障害を理由として無償のかつ義務的な初等教育から又は中等教育から排

除されないこと。 



（b） 障害者が、他の者と平等に、自己の生活する地域社会において、包容され、質

が高く、かつ、無償の初等教育の機会及び中等教育の機会を与えられること。 

（c） 個人に必要とされる合理的配慮が提供されること。 

（d） 障害者が、その効果的な教育を容易にするために必要な支援を教育制度一般の

下で受けること。 

（e） 学問的及び社会的な発達を最大にする環境において、完全な包容という目標に

合致する効果的で個別化された支援措置がとられることを確保すること。 

3 締約国は、障害者が地域社会の構成員として教育に完全かつ平等に参加することを容 

易にするため、障害者が生活する上での技能及び社会的な発達のための技能を習得する 

ことを可能とする。このため、締約国は、次のことを含む適当な措置をとる。 

（a） 点字、代替的な文字、意思疎通の補助的及び代替的な形態、手段及び様式並び

に適応及び移動のための技能の習得並びに障害者相互による支援及び助言を容

易にすること。 

（b） 手話の習得及び聴覚障害者の社会の言語的な同一性の促進を容易にすること。 

（c） 視覚障害若しくは聴覚障害又はこれらの重複障害のある者（特に児童）の教育

が、その個人にとって最も適当な言語並びに意思疎通の形態及び手段で、かつ、

学問的及び社会的な発達を最大にする環境において行われることを確保するこ

と。 

4 締約国は、1 の権利の実現の確保を助長することを目的として、手話又は点字につい 

て能力を有する教員（障害のある教員を含む。）を雇用し、並びに教育のすべての段階 

に従事する専門家及び職員に対する研修を行うための適当な措置をとる。この研修には、   

障害についての意識の向上を組み入れ、また、適当な意思疎通の補助的及び代替的な形 

態、手段及び様式の使用並びに障害者を支援するための教育技法及び教材の使用を組み 

入れるものとする。 

5 締約国は、障害者が、差別なしに、かつ、他の者と平等に高等教育一般、職業訓練、 

成人教育及び生涯学習の機会を与えられることを確保する。このため、締約国は、合理 

的配慮が障害者に提供されることを確保する。 

  



特別支援教育の推進について（通知）特別支援教育の推進について（通知）特別支援教育の推進について（通知）特別支援教育の推進について（通知）    

    

19 文科初第 125 号  

 平成 19 年 4 月 1 日  

各都道府県教育委員会教育長 殿 

各指定都市教育委員会教育長 殿 

各都道府県知事 殿 

附属学校を置く各国立大学法人学長 殿 

  文部科学省初等中等教育局長  

   

 文部科学省では、障害のある全ての幼児児童生徒の教育の一層の充実を図るため、学校

における特別支援教育を推進しています。 

 本通知は、本日付けをもって、特別支援教育が法的に位置付けられた改正学校教育法が施

行されるに当たり、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校

（以下「各学校」という。）において行う特別支援教育について、下記により基本的な考え

方、留意事項等をまとめて示すものです。 

 都道府県・指定都市教育委員会にあっては、所管の学校及び域内の市区町村教育委員会に

対して、都道府県知事にあっては、所轄の学校及び学校法人に対して、国立大学法人にあ

っては、附属学校に対して、この通知の内容について周知を図るとともに、各学校におい

て特別支援教育の一層の推進がなされるようご指導願います。 

なお、本通知については、連携先の諸部局・機関への周知にもご配慮願います。 

    

記 

    

1111．．．．    特別支援教育の理念特別支援教育の理念特別支援教育の理念特別支援教育の理念    

        特別支援教育は、障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支

援するという視点に立ち、幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズを把握し、その持てる力

を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服するため、適切な指導及び必要な支援を行う

ものである。 

また、特別支援教育は、これまでの特殊教育の対象の障害だけでなく、知的な遅れのない

発達障害も含めて、特別な支援を必要とする幼児児童生徒が在籍する全ての学校において

実施されるものである。 

さらに、特別支援教育は、障害のある幼児児童生徒への教育にとどまらず、障害の有無や

その他の個々の違いを認識しつつ様々な人々が生き生きと活躍できる共生社会の形成の基

礎となるものであり、我が国の現在及び将来の社会にとって重要な意味を持っている。 

    

    2222．．．．    校長の責務校長の責務校長の責務校長の責務    

校長（園長を含む。以下同じ。）は、特別支援教育実施の責任者として、自らが特別支援

教育や障害に関する認識を深めるとともに、リーダーシップを発揮しつつ、次に述べる体



制の整備等を行い、組織として十分に機能するよう教職員を指導することが重要である。 

また、校長は、特別支援教育に関する学校経営が特別な支援を必要とする幼児児童生徒の

将来に大きな影響を及ぼすことを深く自覚し、常に認識を新たにして取り組んでいくこと

が重要である。 

        

3333．．．．    特別支援教育を行うための体制の整備及び必要な取組特別支援教育を行うための体制の整備及び必要な取組特別支援教育を行うための体制の整備及び必要な取組特別支援教育を行うための体制の整備及び必要な取組    

    特別支援教育を実施するため、各学校において次の体制の整備及び取組を行う必要があ

る。 

 

（（（（1111））））    特別支援教育に関する校内委員会の設置特別支援教育に関する校内委員会の設置特別支援教育に関する校内委員会の設置特別支援教育に関する校内委員会の設置        

 各学校においては、校長のリーダーシップの下、全校的な支援体制を確立し、発達障害

を含む障害のある幼児児童生徒の実態把握や支援方策の検討等を行うため、校内に特別支

援教育に関する委員会を設置すること。 

 委員会は、校長、教頭、特別支援教育コーディネーター、教務主任、生徒指導主事、通級

指導教室担当教員、特別支援学級教員、養護教諭、対象の幼児児童生徒の学級担任、学年

主任、その他必要と思われる者などで構成すること。 

なお、特別支援学校においては、他の学校の支援も含めた組織的な対応が可能な体制づく

りを進めること。 

  

（（（（2222））））    実態把握実態把握実態把握実態把握        

 各学校においては、在籍する幼児児童生徒の実態の把握に努め、特別な支援を必要とす

る幼児児童生徒の存在や状態を確かめること。 

さらに、特別な支援が必要と考えられる幼児児童生徒については、特別支援教育コーディ

ネーター等と検討を行った上で、保護者の理解を得ることができるよう慎重に説明を行い、

学校や家庭で必要な支援や配慮について、保護者と連携して検討を進めること。その際、

実態によっては、医療的な対応が有効な場合もあるので、保護者と十分に話し合うこと。 

 特に幼稚園、小学校においては、発達障害等の障害は早期発見・早期支援が重要であるこ

とに留意し、実態把握や必要な支援を着実に行うこと。 

 

（（（（3333））））    特別支援教育コーディネーターの指名特別支援教育コーディネーターの指名特別支援教育コーディネーターの指名特別支援教育コーディネーターの指名        

 各学校の校長は、特別支援教育のコーディネーター的な役割を担う教員を「特別支援教

育コーディネーター」に指名し、校務分掌に明確に位置付けること。 

 特別支援教育コーディネーターは、各学校における特別支援教育の推進のため、主に、校

内委員会・校内研修の企画・運営、関係諸機関・学校との連絡・調整、保護者からの相談

窓口などの役割を担うこと。 

また、校長は、特別支援教育コーディネーターが、学校において組織的に機能するよう努

めること。 

 

（（（（4444））））    関係機関との連携を図った「個別の教育支援計画」の策定と活用関係機関との連携を図った「個別の教育支援計画」の策定と活用関係機関との連携を図った「個別の教育支援計画」の策定と活用関係機関との連携を図った「個別の教育支援計画」の策定と活用        

 特別支援学校においては、長期的な視点に立ち、乳幼児期から学校卒業後まで一貫した



教育的支援を行うため、医療、福祉、労働等の様々な側面からの取組を含めた「個別の教

育支援計画」を活用した効果的な支援を進めること。 

また、小・中学校等においても、必要に応じて、「個別の教育支援計画」を策定するなど、

関係機関と連携を図った効果的な支援を進めること。 

  

（（（（5555））））    「個別の指導計画」の作成「個別の指導計画」の作成「個別の指導計画」の作成「個別の指導計画」の作成        

 特別支援学校においては、幼児児童生徒の障害の重度・重複化、多様化等に対応した教

育を一層進めるため、「個別の指導計画」を活用した一層の指導の充実を進めること。 

また、小・中学校等においても、必要に応じて、「個別の指導計画」を作成するなど、一人

一人に応じた教育を進めること。 

  

（（（（6666））））    教員の専門性の向上教員の専門性の向上教員の専門性の向上教員の専門性の向上        

 特別支援教育の推進のためには、教員の特別支援教育に関する専門性の向上が不可欠で

ある。したがって、各学校は、校内での研修を実施したり、教員を校外での研修に参加さ

せたりすることにより専門性の向上に努めること。 

また、教員は、一定の研修を修了した後でも、より専門性の高い研修を受講したり、自ら

最新の情報を収集したりするなどして、継続的に専門性の向上に努めること。 

さらに、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所が実施する各種指導者養成研修につい

ても、活用されたいこと。 

なお、教育委員会等が主催する研修等の実施に当たっては、国・私立学校関係者や保育所

関係者も受講できるようにすることが望ましいこと。  

        

4444．．．．    特別支援学校における取組特別支援学校における取組特別支援学校における取組特別支援学校における取組    

（（（（1111））））    特別支援教育のさらなる推進特別支援教育のさらなる推進特別支援教育のさらなる推進特別支援教育のさらなる推進        

    特別支援学校制度は、障害のある幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズに応じた教育を

実施するためのものであり、その趣旨からも、特別支援学校は、これまでの盲学校・聾学

校・養護学校における特別支援教育の取組をさらに推進しつつ、様々な障害種に対応する

ことができる体制づくりや、学校間の連携などを一層進めていくことが重要であること。 

        

（（（（2222））））    地域における特別支援教育のセンター的機能地域における特別支援教育のセンター的機能地域における特別支援教育のセンター的機能地域における特別支援教育のセンター的機能        

 特別支援学校においては、これまで蓄積してきた専門的な知識や技能を生かし、地域に

おける特別支援教育のセンターとしての機能の充実を図ること。 

 特に、幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び中等教育学校の要請に応じて、発達障害を

含む障害のある幼児児童生徒のための個別の指導計画の作成や個別の教育支援計画の策定

などへの援助を含め、その支援に努めること。 

また、これらの機関のみならず、保育所をはじめとする保育施設などの他の機関等に対し

ても、同様に助言又は援助に努めることとされたいこと。 

 特別支援学校において指名された特別支援教育コーディネーターは、関係機関や保護者、

地域の幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び他の特別支援学校並びに保

育所等との連絡調整を行うこと。 



        

（（（（3333））））    特別支援学校教員の専門性の向上特別支援学校教員の専門性の向上特別支援学校教員の専門性の向上特別支援学校教員の専門性の向上        

    上記のように、特別支援学校は、在籍している幼児児童生徒のみならず、小・中学校等

の通常学級に在籍している発達障害を含む障害のある児童生徒等の相談などを受ける可能

性も広がると考えられるため、地域における特別支援教育の中核として、様々な障害種に

ついてのより専門的な助言などが期待されていることに留意し、特別支援学校教員の専門

性のさらなる向上を図ること。 

そのためにも、特別支援学校は、特別支援学校教員の特別支援学校教諭免許状保有状況の

改善、研修の充実に努めること。 

さらに、特別支援学校教員は、幼児児童生徒の障害の重複化等に鑑み、複数の特別支援教

育領域にわたって免許状を取得することが望ましいこと。  

    

    5555．．．．    教育委員会等における支援教育委員会等における支援教育委員会等における支援教育委員会等における支援    

        各学校の設置者である教育委員会、国立大学法人及び学校法人等においては、障害のあ

る幼児児童生徒の状況や学校の実態等を踏まえ、特別支援教育を推進するための基本的な

計画を定めるなどして、各学校における支援体制や学校施設設備の整備充実等に努めるこ

と。 

また、学校関係者、保護者、市民等に対し、特別支援教育に関する正しい理解が広まるよ

う努めること。 

 特に、教育委員会においては、各学校の支援体制の整備を促進するため、指導主事等の専

門性の向上に努めるとともに、教育、医療、保健、福祉、労働等の関係部局、大学、保護

者、NPO 等の関係者からなる連携協議会を設置するなど、地域の協力体制の構築を推進す

ること。 

また、教育委員会においては、障害の有無の判断や望ましい教育的対応について専門的な

意見等を各学校に提示する、教育委員会の職員、教員、心理学の専門家、医師等から構成

される「専門家チーム」の設置や、各学校を巡回して教員等に指導内容や方法に関する指

導や助言を行う巡回相談の実施（障害のある幼児児童生徒について個別の指導計画及び個

別の教育支援計画に関する助言を含む。）についても、可能な限り行うこと。なお、このこ

とについては、保育所や国・私立幼稚園の求めに応じてこれらが利用できるよう配慮する

こと。 

さらに、特別支援学校の設置者においては、特別支援学校教員の特別支援学校教諭免許状

保有状況の改善に努めること。 

        

6666．．．．    保護者からの相談への対応や早期からの連携保護者からの相談への対応や早期からの連携保護者からの相談への対応や早期からの連携保護者からの相談への対応や早期からの連携    

        各学校及び全ての教員は、保護者からの障害に関する相談などに真摯に対応し、その意

見や事情を十分に聴いた上で、当該幼児児童生徒への対応を行うこと。 

その際、プライバシーに配慮しつつ、必要に応じて校長や特別支援教育コーディネーター

等と連携し、組織的な対応を行うこと。 

また、本日施行される「学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備

等に関する政令（平成 19 年政令第 55 号）」において、障害のある児童の就学先の決定に



際して保護者の意見聴取を義務付けたこと（学校教育法施行令第 18 条の 2）に鑑み、小

学校及び特別支援学校において障害のある児童が入学する際には、早期に保護者と連携し、

日常生活の状況や留意事項等を聴取し、当該児童の教育的ニーズの把握に努め、適切に対

応すること。 

        

7777．．．．    教育活動等を行う際の留意事項等教育活動等を行う際の留意事項等教育活動等を行う際の留意事項等教育活動等を行う際の留意事項等    

（（（（1111））））    障害種別と指導上の留意事項障害種別と指導上の留意事項障害種別と指導上の留意事項障害種別と指導上の留意事項        

 障害のある幼児児童生徒への支援に当たっては、障害種別の判断も重要であるが、当該

幼児児童生徒が示す困難に、より重点を置いた対応を心がけること。 

また、医師等による障害の診断がなされている場合でも、教師はその障害の特徴や対応を

固定的にとらえることのないよう注意するとともに、その幼児児童生徒のニーズに合わせ

た指導や支援を検討すること。 

        

（（（（2222））））    学習上・生活上の配慮及び試験などの評価上の配慮学習上・生活上の配慮及び試験などの評価上の配慮学習上・生活上の配慮及び試験などの評価上の配慮学習上・生活上の配慮及び試験などの評価上の配慮        

    各学校は、障害のある幼児児童生徒が、円滑に学習や学校生活を行うことができるよう、

必要な配慮を行うこと。 

また、入学試験やその他試験などの評価を実施する際にも、別室実施、出題方法の工夫、

時間の延長、人的な補助など可能な限り配慮を行うこと。    

        

（（（（3333））））    生徒指導生徒指導生徒指導生徒指導上の留意事項上の留意事項上の留意事項上の留意事項        

 障害のある幼児児童生徒は、その障害の特性による学習上・生活上の困難を有している

ため、周囲の理解と支援が重要であり、生徒指導上も十分な配慮が必要であること。 

 特に、いじめや不登校などの生徒指導上の諸問題に対しては、表面に現れた現象のみにと

らわれず、その背景に障害が関係している可能性があるか否かなど、幼児児童生徒をめぐ

る状況に十分留意しつつ慎重に対応する必要があること。 

そのため、生徒指導担当にあっては、障害についての知識を深めるとともに、特別支援教

育コーディネーターをはじめ、養護教諭、スクールカウンセラー等と連携し、当該幼児児

童生徒への支援に係る適切な判断や必要な支援を行うことができる体制を平素整えておく

ことが重要であること。 

        

（（（（4444））））    交流及び共同学習、障害者理解等交流及び共同学習、障害者理解等交流及び共同学習、障害者理解等交流及び共同学習、障害者理解等        

    障害のある幼児児童生徒と障害のない幼児児童生徒との交流及び共同学習は、障害のあ

る幼児児童生徒の社会性や豊かな人間性を育む上で重要な役割を担っており、また、障害

のない幼児児童生徒が、障害のある幼児児童生徒とその教育に対する正しい理解と認識を

深めるための機会である。 

このため、各学校においては、双方の幼児児童生徒の教育的ニーズに対応した内容・方法

を十分検討し、早期から組織的、計画的、継続的に実施することなど、一層の効果的な実

施に向けた取組を推進されたいこと。 

なお、障害のある同級生などの理解についての指導を行う際は、幼児児童生徒の発達段階

や、障害のある幼児児童生徒のプライバシー等に十分配慮する必要があること。 



（（（（5555））））    進路指導の充実と就労の支援進路指導の充実と就労の支援進路指導の充実と就労の支援進路指導の充実と就労の支援        

    障害のある生徒が、将来の進路を主体的に選択することができるよう、生徒の実態や進

路希望等を的確に把握し、早い段階からの進路指導の充実を図ること。 

また、企業等への就職は、職業的な自立を図る上で有効であることから、労働関係機関等

との連携を密にした就労支援を進められたいこと。 

        

（（（（6666））））    支援員等の活用支援員等の活用支援員等の活用支援員等の活用        

    障害のある幼児児童生徒の学習上・生活上の支援を行うため、教育委員会の事業等によ

り特別支援教育に関する支援員等の活用が広がっている。 

この支援員等の活用に当たっては、校内における活用の方針について十分検討し共通理解

のもとに進めるとともに、支援員等が必要な知識なしに幼児児童生徒の支援に当たること

のないよう、事前の研修等に配慮すること。 

        

（（（（7777））））    学校間学校間学校間学校間の連絡の連絡の連絡の連絡        

    障害のある幼児児童生徒の入学時や卒業時に学校間で連絡会を持つなどして、継続的な

支援が実施できるようにすることが望ましいこと。  

  

8888．．．．    厚生労働省関係機関等との連携厚生労働省関係機関等との連携厚生労働省関係機関等との連携厚生労働省関係機関等との連携    

    各学校及び各教育委員会等は、必要に応じ、発達障害者支援センター、児童相談所、保

健センター、ハローワーク等、福祉、医療、保健、労働関係機関との連携を図ること。 
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